
 

 

倉情・個審答申第４２号 

平 成 １ ８ 年 ９ 月 ７ 日 

 

  倉  敷  市  長 様 

 

                               倉敷市情報公開・個人情報保護審査会     

会 長  白 井 公 平     

 

 

 平成１８年４月２７日付け道第１８９号で諮問のあった次の事案について，別紙のとお

り答申します。 

記 

 「平成１８年２月７日付け道第２３２２号で行った開示請求却下の決定」に対する異議

申立てについての事案 
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諮問第１０号          答    申  

 

第１ 審査会の結論 

 実施機関の決定は妥当である。 

 

第２ 異議申立てに係る経緯 

 １ 異議申立人は，平成１８年１月２３日，倉敷市情報公開条例（以下「公開条例」と

いう。）第６条の規定に基づき，倉敷市長（以下「実施機関」という。）に対して 

「倉敷市（請求日現在では倉敷市となっている自治体分を含む）が平成１２年度から

平成１６年度までに国有財産特別措置法第５条第１項第５号の規定に基づく国有財産

譲与申請のために業務委託（委託名：譲与図面原図の保存及び利活用業務）により倉

敷市が取得した成果品（公文書・電磁的記録）（道路法第９０条第２項及び下水道法第

３６条の財産を含む）」及び 

「合併前，真備町が平成１３年度から平成１６年度までに国有財産特別措置法第５条

第１項第５号の規定に基づく国有財産譲与申請のために業務委託（委託名：真備町法

定外公共物等調査・申請図書作成業務）により真備町が取得した成果品（公文書・電

磁的記録）（道路法第９０条第２項及び下水道法第３６条の財産を含む）」 

について開示請求（以下「本件開示請求」という。）を行った。 

 ２ 実施機関は，本件開示請求に係る行政文書として「国有財産譲与申請に係る特定図

面（ＣＤ－Ｒ）」（以下「本件行政文書」という。）を特定したが，公開条例第２条第２

号に規定する「行政文書」に該当しないと認められるとして，開示請求却下処分（以

下「本件処分」という。）を行い，平成１８年２月７日付け道第２３２２号により異議

申立人に通知した。 

 ３ 異議申立人は，本件処分を不服として，平成１８年３月７日，実施機関に対し行政

不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）第６条の規定に基づく異議申立て（以下「本

件異議申立て」という。）を行った。 

 ４ 実施機関は，公開条例第１７条の規定に基づき，平成１８年４月２７日付け道第１

８９号「諮問書」により倉敷市情報公開・個人情報保護審査会（以下「審査会」とい

う。）に対して本件異議申立てについて諮問した。 

 

第３ 異議申立人の主張要旨 

 異議申立書の記載内容をまとめると，異議申立人の主張は概ね次のとおりである。 
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１ 異議申立ての趣旨 

 本件処分を取り消して，本件行政文書の開示を求める。 

 ２ 異議申立ての理由 

(1) 本件行政文書は，「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律

（平成１１年法律第８７号）」の交付によって管理及び財産管理を倉敷市の自治事務

とされたことにより，里道・水路等の法定外公共物について国から譲与を受けた際に，

倉敷市が業務委託により成果品として取得したものであり，公開条例第２条第２項に

規定する，実施機関の職員が職務上作成し，又は取得した文書，図画，写真，フィル

ム，磁気テープその他情報が記録された媒体であって，実施機関の職員が組織的に用

いるものとして，実施機関が保有している「行政文書」にあたることは明らかである。 

(2) 本件開示請求における開示の方法は「写し（複製）の送付」であり，「閲覧」，「視

聴」ではない。公開条例第２条第３号に開示とは「閲覧若しくは視聴に供し，又は写

しを交付することをいう。」と規定しており，開示請求者の自由な意思のもとに選択

できると理解する。 

公開条例で写しの交付が認められているにもかかわらず，公開条例第２条第２号ア

の「閲覧，視聴」のみに言及して，異議申立て人が選択した「写しの交付」を除外し

たことは公開条例の実効性を失うこととなるもので解釈・運用を誤っている。 

 

第４ 実施機関の主張要旨 

  不開示理由説明書の記載内容及び口頭説明の結果をまとめると，実施機関の主張は概ね

次のとおりである。 

本件開示請求文書は，国有財産特別措置法に基づき，特例的扱いとして法務局から切り

絵図の提供を受け作成し，さらに業者委託し電磁的処理をした成果品であり，条例第２条

第２号に規定する「行政文書 実施機関の職員が職務上作成し，又は取得した文書，図画，

写真，フィルム，磁気テープその他情報が記録された媒体であって，当該実施機関の職員

が組織的に用いるものとして，実施機関が保有しているものをいう。」に該当するものであ

る。 

しかし，行政文書の全てが条例適用になるわけではなく，条例が適用されなくても容易

に当該情報の入手ができるものとして，公開条例第２条第２号アにおいて「一般に利用す

ることができる施設において閲覧若しくは視聴に供されているもの」は例外的に除くこと

が規定されている。 

本件開示請求文書は，本市本庁舎内の土木部道路管理課及び真備支所建設課において閲
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覧に供するとともに写しの交付もおこなっており，例外的に除かれる場合に該当すること

は明らかであることから，公開条例第２条第２号アを適用し却下処分としたものである。 
 

第５ 審査会の認定事実 

 審査会において認定した事実は，次のとおりである。 

 １ 本件行政文書は，実施機関が国有財産譲与申請のために業務委託して取得した文書

及び磁気媒体（ＣＤ－Ｒ）である。 

２ 本件行政文書は，実施機関の庁舎内において，磁気媒体に記録された情報を用紙に

出力し，紙媒体で閲覧に供するとともにその写しの交付も行っている。 

 

   第６ 審査会の判断 

    本件行政文書は，公開条例第２条第２号に行政文書の定義として規定する「実施機関の

職員が職務上作成し，又は取得した文書，図画，写真，フィルム，磁気テープその他情報

が記録された媒体であって，当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして，実施機関

が保有しているもの」に該当する。 

これらの行政文書は紙媒体として実施機関の庁舎内において閲覧及び写しの交付を行っ

ており，この紙媒体に出力された行政情報は磁気媒体に記録された行政情報と同一であると

認められる。 

従って本件行政文書は，一般に利用することのできる施設において閲覧又は写しの交付を受

けることが可能であるので，公開条例第２条第２号アの規定に該当することは明らかであり，

条例適用される行政文書から除かれるとした実施機関の判断は相当である。 

     

第７ 結 論 

以上の理由により，「第１ 審査会の結論」のように判断する。 
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第８ 審査会の処理経過等 

審査会の処理経過及び審査会委員は，次のとおりである。 

 １ 審査会の処理経過 

年  月  日 処  理  内  容 

平成１８年 ４月２８日 諮問書及び不開示理由説明書の収受 

平成１８年 ６月２８日 
第１回審査会 

 （実施機関からの事情聴取） 

平成１８年 ８月 ８日 第２回審査会 

平成１８年 ９月 ７日 答申 

 

 

２ 倉敷市情報公開・個人情報保護審査会委員 

氏       名 職       名 

会 長  白 井 公 平 弁 護 士 

副会長  西 浦  公 岡山商科大学法経学部教授 

清 野 幸 代 弁 護 士 

守 屋  明 関西学院大学法学部教授 

黒 神 直 純 岡山大学大学院 
社会文化科学研究科教授 

 




